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１９９７年１１月の金融パニッ クについて

福　光　　　寛

はじめに（Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ）

　金融パニソ クを金融恐慌（丘ｎ・ｎ・１・１・・１・１・）とも呼んでいるが，１９９７年１１月 ，わが国で起こっ た

一連の出来事は，まさに金融恐慌と呼んでよい事態だ った 。

　この金融恐慌が生ずる前，企業金融の世界では金融機関の「貸し渋り」が問題になっ ていた 。

金融機関とくに銀行が１９９８年４月からの早期是正措置開始を控えて総資産を圧縮し始め，また資

産内容をこれまで以上に選別し始めている結果，金融機関の問で「貸し渋り」と呼ばれる行動が

広がっていた 。

　１９９７年１１月の金融パニッ クはそうした金融環境のもとで生じた。この論稿では，わが国の金融

システムが，当面している課題や見通しを９７年１１月の出来事を振り返りながら考えてみたい
。

　１　三洋証券の倒産（Ｔｈｅ　Ｆ．１１ｕ．ｅ　ｏｆ　Ｓａｎｙｏ　Ｓｅ．ｕ．１ｔ１ｅ． Ｃｏ）

　１９９７年１１月 ，かねて経営に問題があることが指摘されてきた３つの大きな金融機関が相次いで

「倒産」した 。

　最初は三洋証券だ った。三洋証券は系列のノンバンクの不良債権処理の問題を抱えており自力

再建は無理だとされていた。そこで大蔵省証券局では三和銀行に国際証券への大幅出資を求めて

国際証券が三洋証券を救済合併する構想を進めた。しかしこの構想は９月２６日の「三和の子会社

化」とのサンケイ新聞の報道で国際証券側の態度が硬化し破談になっ てしまっ た。

　１０月３１日（金）生命保険会社９社から行われていた劣後 ローン２００億円が更新されず，ここに

三洋証券は行き詰まっ た。 祭日の１１月３日（月），三洋証券は会社更正法申請を大蔵省に報告す

ることになっ た。

　表１は証券会社についての自己資本比率規制達成状況だが，この自己資本比率規制は１９９０年度

から行われており ，一般に２００％以上を維持する必要があるとされている 。しかし三洋証券は

１９９７年９月末にこの数字を割り込んでおり ，劣後ローンが更新されなければ１００％をも割り込む

破滅的な状況になっ ていた 。

　三洋の倒産はしかし日本の金融システムが金融機関の倒産を織り込んだものではないことを
，

市場関係者に改めて知らしめることになっ た。

　たとえば劣後ローンは高い利払いを期待でき ，相手が金融機関であれば倒産の可能性を低いと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３６８）



　　　　１９９７年１１月の金融パニッ クについて（福光）

表１　１９９７年９月期の証券会社の自己資本比率規制達成状況

６５

自己資本比率 劣後ローン控除後比率 劣後 ローン額 最終損益

野村証券 ３３７ ．７％ ２９６ ．５％ １， １００億円 ４１５ ．２億円

日興証券 ２７７ ．６ ２３８ ．８ ５５０ ４３ ．Ｏ

大和証券 ２６７ ．５ ２１４ ．Ｏ １， ＯＯＯ １３５ ．４

山一証券 ２４７ ．９ １９４ ．７ ４１０ ▲５９ ．９

三洋証券 １６０ ．１ ６５ ．７ ２００ ▲３６ ．９

資料 ：『金融ビジネス』１９９８．２▲は損失を示す 。

　　　　　表２　１９９７年１１月３日前後の金融市場の動向

無担保コール翌日物　コール市場全国残高　国債指標銘柄利回り　日経平均終値（円）東京外為中心相場

１０月３１日（金）

１１月４日（火）

　５日（水）

　６日（木）

　７日（金）

Ｏ． ４８％

Ｏ． ４９％

Ｏ． ５１

０， ５１

０． ４８

３８１ ，８１９億円

３７７ ，８９０億円

３７６ ．７７８

３７５ ．１５９

３７２ ，２４７

１， ６１５％

１， ６１５％

１． ５９５

１． ６１０

１． ６００

１６ ，４５８ ．９４

１６ ，５００ ．１０

１６ ，４４８ ．０５

１６ ，５３３ ．８７

１５ ，８３６ ．３６

１１９ ．９５円

１２１ ．６３円

１２２ ．０５

１２２ ．８０

１２３ ．８０

資料 ：『日本経済新聞』

みてこれまで広く金融機関の問で行われてきたのだが，三洋の場合は会社更生法手続き申請によ

り債務の支払いは停止され，これが焦げついた。また短期の方でも ，無担保のコールローンが焦

げついた。通常の融資であれば行われる審査がコールの市場では相手が金融機関であるからとし

て省略されてきたのだが，今回はこのローンが焦げついた。このような事態を反映して１１月５日
，

市場ではコールの金利が上がる一方，安全資産としての国債への選好が強まり国債の金利は低下

する現象が見られた（表２）。 質への逃避（ｎ１ｇｈｔｔ．ｑｕ．１１ｔｙ）が市場を覆 ったのだ 。

　今一つ注目される混乱がロンドンで生じた。ロンドンで行われている日本国債の取引では，利

子の源泉課税を免れるため金融機関の名義を書き換えないで（名義を借用して）取引が繰り返され

ているのだが，ここに三洋証券名義のものが紛れているとの疑心暗鬼から日本国債の取引が三洋

倒産後の１週間停止に追い込まれた 。

　これらの混乱は，日本の金融機関が倒産することを内外の金融システムが想定していなか った

ことを改めて関係者に知らしめた。また，会社更正法の申請といっ た会社再建手続きに入ること

で会社の債務支払いが中断すると ，金融機関の場合，金融取引が中断することで，多くの混乱に

つながることも明らかになっ た。 金融機関が会社更生法手続きに入ることはこれまで余り前例は

なく ，今回は一種の実験であ ったが，その問題点が今回のケースで表面化したといえる 。

　三洋証券の倒産は，大きな証券会社の倒産に際しての顧客保護の体制の準備がまだ出来ていな

いことも明るみに出した。証券会社では顧客の勘定は分別管理されている建前だから ，顧客名義

の証券は不正流用されていない限り ，証券会社の倒産の影響を受けない。問題は預かり金だとさ

れている 。この部分は一般債権と同列に扱われるので，全額返済されずにロス（返済不能分）が

生ずる可能性があり ，三洋の場合だけでこのロスが２００億円と見込まれた。こうした損失をカバ

ーする業界の制度として寄託証券補償基金があるが，９７年９月末でその残高は３５９億円。ところ

がすでに９７年は５月に小川証券，１０月に越後証券と証券会社の解散が続き（計４０億円をこれらの処

理に支出を予定ですくに使える残額は３２０億円弱），三洋証券が倒産したとき基金はすでに資金不足を

曝かれていた。それは銀行について預金保険機構の資金が不足している状況とよく似ていた 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３６９）



　６６　　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４６巻 ・第４号）

　２　北海道拓殖銀行の倒産（Ｔｈ．Ｆ．１１ｕ。。。ｆＨ．ｋｋ．１ｄ． Ｔ．ｋｕ．ｙ．ｋｕ Ｂ．ｎｋ）

　その後，翌週の１１月１７日（月）早朝に北海道拓殖銀行が自主再建断念を表明し，さらに１週間

後の振替休日の１１月２４日（月）に山一証券が自主廃業申講を表明した 。

　北海道拓殖銀行が行き詰まっ た直接の理由は１１月１４日に山一証券が拓銀に対して，無担保コー

ル翌日物のロールオーバー（借換）を認めなか ったことにある 。このとき山一は富士銀行に肩代

わりを頼んだが，富士がこれを拒否して，最終的に拓銀は日銀に積む準備金に不足を起こし行き

詰まっ た。 そして１７日早朝の自主再建断念，北洋銀行への営業譲渡表明に至 った 。

　　般に多くの銀行は，集まる預金よりも大きな金額で貸付や有価証券投資など資金運用を行 っ

ている 。預金との差額はコールなど短期資金の取り入れに依存しているがその借換に行き詰まる

と， その銀行は資金的に行き詰まるわけだ。こうした意味で銀行の財務構造は極めて脆弱
（ｆｒａｇ１１ｅ）なのだ

。

　ところで北海道拓殖銀行について三洋証券と似たところがある。つまり秋口に合併話がつぶれ

たのだ。北海道銀行との間で進んでいた合併話が９７年９月に入 って破談になっ た。 破談の一因と

して，拓銀の不良債権が公表されている以上に深刻だといっ た噂がある 。拓銀の経営や財務内容

の劣化は否定できない 。

　つまり拓銀の不良債権については，絶対額の大きさもさることながら ，不良債権の処理が大き

く立ち遅れていたことが問題だ。不良債権引当率の大きさはこの処理の進展度の尺度であり ，ま

た各行の体力格差が出る数字なのだが，９７年３月期決算では拓銀と上位行との問で大きな格差が

ついていた（表３）。 こうしたことが拓銀が市場で信頼を失 っていた理由だし，合併話が流れた

理由の一つでもあるのだ 。

　しかし拓銀の倒産については倒産させたことそのものの是非も問題になり得る 。注意されねば

ならないのは，これがこれまでの日本で最大規模の銀行の倒産であることと ，とくに北海道に限

って考えた場合，拓銀の倒産は地域経済の根幹を揺るがしかねない問題だということだ。こうし

た影響を考慮するとこの倒産をなぜ防げなかったのか，なぜ回避しなかったのかという声が今後

強まることが予想できる 。

　たとえば９７年３月期の貸出金の規模で北海道の他の地元の銀行と比較すると ，拓銀は２番手の

北海道銀行の２６倍，３番手の北洋銀行の４７倍であ った。北海道庁の指定金融機関でもある拓銀

が北海道で担っていた役割はとても大きく ，拓銀の破綻の影響は道経済にとっ て極めて甚大なの

だ。

表３　都市銀行問の格差　拓銀とトソ プ行との問のあ った大きな格差の例

不良債権額（億円） 対貸出金比率 不良債権引当率
銀行名

９６／３ ９７／３ 前期比 ９６／３ ９７／３ ９６／３ ９７／３

東京三菱銀行 １４ ，０７３ １１ ，５６５ 一２ ，５０８ ３． ２８％ ２． ６４％ ４４ ．７２％ ４６ ．９９％

住　友　銀　行 １４ ，８７６ １０ ，７４２ 一４ ，１３４ ４． １９ ２． ９４ ３２ ．４５ ４６ ．１８

三　和　銀　行 １７ ，６１０ １２ ，４５５ 一５ ，１５５ ５． ０１ ３． ４６ ５４ ．７６ ４８ ．３５

東　海　銀　行 １２ ，６４２ ９， ５９８ 一３ ，０４４ ６． ３７ ４． ７０ ５９ ．８６ ６８ ．１５

北海道拓殖銀行 ９， ５９３ ９， ３４９ 一　　２４４ １３ ．１４ １３ ．１８ ３５ ．４４ ３４ ．４８

資料 ：『金融ビジネス』１９９７ ．９ ．１９９６ ．９

　　不良債権引当率一債権償却特別勘定残高／不良債権額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７０）
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　あとでも述べるが拓銀の倒産は山一の倒産とつながっており ，そして山一の倒産は芙蓉グルー

プ系の金融機関の余裕のなさを反映している 。倒産しないということは不良債権を期間利益で償

却する長い道のりをさらに歩くということだ。それができない，あるいは一時は凌げるとしても

将来の見通しがないというとき倒産は不可避になる 。

　なお拓銀の預金量は９７年３月期で流動性預金が１兆８０４１億円，定期性預金が４兆２１３１億円で合

計６兆１７２億円となる 。三洋証券の倒産について破綻時の顧客保護の仕組みが準備できていない

こと（そのための資金不足）を指摘したが，銀行の預金についても同じ問題がある 。

　銀行倒産時の預金元本保証の仕組みとしては預金保険機構が存在する。しかし実はその金庫は

空っ ぽで，日本銀行からの借金でその支出を賄っている状況だ。いわゆるペイオフ（元本保証の

ための保険金支払い）ではなく ，救済合併を行 った金融機関への資金援助がその現在の機能だが，

この援助支出がこの問，大量に行われてきたのだ。その結果，９６年度から保険料を従来の７倍に

引き上げたものの（毎年の特別保険料込みの保険料収入は約５０００億円といわれる），その金庫は拓銀の

倒産時トータルでは２１００億円のマイナス（日本銀行からの借り入れ超過）となっ ていた。日本銀行

からの借入枠が全体で２兆円あるので，借入をさらにする余裕はあるものの預金保険機構の資金

力の強化が緊急の課題になっ ていたのだ 。

　３　山一証券の倒産（Ｔｈｅ　Ｆａ１１ｕ．ｅ　ｏｆ　Ｙ
．ｍ．１ｃ

ｈ１ Ｓｅ．ｕ．１ｔ１。。 Ｃ。）

　山一証券の倒産についても ，拓銀の破綻のときと同様に短期資金繰りの悪化を指摘できる 。山

一の資金繰りは三洋証券倒産後，悪化し，格付け会社の格付け引下げ検討（１１月６日）で一層悪

化し，さらに２１日に実際に格下げを受けたことで行き詰まり ，２４日の自主廃業申請表明に至 った 。

　山一の財務内容は，表１で見た公開されていた範囲での悪化のほかに，違法な「飛ばし」行為

により形成された２６５０億円といわれる巨額の簿外債務を考慮すると ，公開されていた以上に悪化

していたと考えられる。また違法なｒ飛ばし」を山一が行 っているとする指摘は長年続いていた

が， 山一は遂に自ら襟を正しこれを改めることはなか った。この自浄能力のなさにこの会杜が廃

業せざるを得ない理由を求めることもできよう 。

　山一についても三洋や拓銀と同様に，やはり破綻の直前に合併の話があ った。１０月初旬にスイ

スの３大銀行の一つクレディスイスが山一に３０％の株を買収する提案をしたとされている。しか

し自力再建にこだわる山一はこの提案に乗らなか った。海外の金融機関の問では，このことを山

一が救われる最後のチャンスを山一が自ら潰した，これで山一はもう駄目だと評した。実はこの

とき山一の幹部は富士銀行からの資金協力の可能性に期待を懸けていた。山一は富士銀行に簿外

債務の実態を示して，支援を要請したのだ。しかし恥をさらしたこの要請にもかかわらず，結局 ，

富士は動かなか った。その結果，山一＝拓銀は倒産したのだ。なお富士が動けなか った理由の一

つとして富士自体の資金的な余裕のなさが伝えられている 。

　４　大型金融倒産の影響（Ｔｈ．Ｅ伍。。ｔ。。ｆｔｈ．Ｔｈ。。。 Ｂ１ｇＦ。。１ｕ。。。）

　山一の自主廃業申請は１１月２２日に日経がスクープで報道した。山一と行政当局の問だけのやり

とりが，理由は不明だが漏れて報道されてしまっ た（行政による意図的リークとの説が流されている

が真相は不明である）。 山一社内の正式の決定はそれから２日後の早朝になる 。そしてそのあとの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７１）



　６８　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４６巻 ・第４号）

１週間はまさにパニッ クだ った 。

　まずもともと信託銀行の中では不良債権の処理に遅れがあ った安田信託銀行が山一グループヘ

の貸付が多額になることが報道された（２４日）。 これに対して安田は中問決算の発表に合わせて

総額５００億円の第三者割当て増資，本店など不動産の売却など財務内容の改善を発表したが，格

付け会社の格付けも投機的格付けになり ，株価は急落，各地の支店で取付け（ｂ．ｎｋ ．ｍ）が発生

した（２５日）。 翌日（２６日）も事態は改善されず，夜にな って安田は業務の一部譲渡など追加の経

営改善策を発表するに到る 。

　こうした展開から ，山一が倒産するなか，富士銀行や安田信託銀行を始め安田火災，大成建設 ，

丸紅など芙蓉グループ全体の信用力が低下したとの印象が広がった 。

　地方銀行の中では，宮城の徳陽シティ銀行，栃木の足利銀行，和歌山の紀陽銀行が取付け騒ぎ

を報遣されている。これらに共通するのは不良債権の処理の遅れである 。それが２１日の中間決算

発表で明らかになるなか，２５日以降の営業日に取付けが広がったと考えられる 。また株価が急落

したことも不安心理を煽 った。コールマーケ ソトも緊張した。徳陽シティ銀行は預金の流出から

コールの取り入れに依存していたが，ここにきてコールの取り入れが困難になり資金繰りに窮す

るようになっ た。 かくして徳陽シティ銀行は２６日早朝の役員会で自主再建断念を決定し，１１月に

破綻した４番目の金融機関となっ た（このこともあり ，後掲の表７に示すように，１１月２６日から２７日に

かけて金利は長短とも急上昇したが，日銀の資金供給もありコール市場の残高は急増，２８日に短期金利は急

落する）。

　倒産した各社の規模は，金融機関の倒産としてはこれまでに前例がない規模であ った（表４）。

　　　　　　　　　　　　　表４　１９９７年１１月に破綻した金融機関の概要

従業員数 資本金 預かり資産

三　洋　証　券

　一　証　券

２， ６７５人（９ ．３０）

，４８４　（９ ．３０）

　３９７億円（１１ ．１）

，２６６　　（１１ ．１）

３４ ，００８億円（３ ．３１）

０２ ，４１３　　（３ ．３１）

従業員数 資本金 総資産

北海道拓殖銀行

陽シティ銀行

５， ５１７人（３ ．３１）

，２５５　（９ ．３０）

１， ２３８億円（１１ ．１）

４０　　（１１ ．１）

９５ ，２３９億円（３ ．３１）

，９３７　　（３ ．３１）

資料 ：『会社四季報』ほか　（　）内は各数値の日付け 。

　　　　　　表５　１９９７年１１月後半の銀行低位株の株価推移 （終値　単位 ：円）

日イ寸ｏナ　　　　１１／１７　　　　１１／１８　　　　１１／１９　　　　１１／２０　　　　１１／２１　　　　１１／２５　　　　１１／２６　　　　１１／２７　　　　１１／２８　　　　１２／１

曜日　　　月　　　火　　　水　　　木　　　金　　　火　　　水　　　木　　　金　　　月

足利銀　　　２４１

紀陽銀　　　２４１

安田信　　　２０５

徳陽シ　　　７２

１９７

２３６

２１０

６４

１４７

１５８

１８０

６０

１４０

１８３

１６０

７０

１７４

１９０

１７９

６０

１２５

１４０

１２９

４８

８８　　　　　　１１８　　　　　　　１６５　　　　　　２１８

１４５　　　　　　１９７　　　　　　２４５　　　　　　３２５

７９　　　　　　　７９　　　　　　　１０９　　　　　　　１５９

一　　　（１８）ウリ　　　（２）　　　（３）

資料 ：『日本経済新聞』　（）は整理ポスト入り　一は商い出来ずを意味する 。ウリは売り気配を意味する 。

　　　　　　　　　　　表６　１９９７年１１月後半の銀行低位株の出来高推移　　　　　　　（単位 ：１０００株）

日イ寸６ナ　　　１１／１７　　　１１／１８　　　１１／１９　　　１１／２０　　　１１／２１　　　１１／２５　　　１１／２６　　　１１／２７　　　１１／２８　　　１２／１

足利銀　　　３５３　　１ ．９７３　　３ ．８３１　　１４ ，６３７

紀陽銀　　　１３６　　　１５４　　１ ．０８４　　１ ，３５４

安田信　　７ ．６９０　　５ ．８２２　　７ ．８９３　　８ ，Ｏ０６

徳陽シ　　　２９７　　１ ．１４８　　１ ．２４６　　　８９７

６． ６０７　　　　　９ ．２０１　　　　１９ ．１８７　　　　　３ ．７４３　　　　　　８８５　　　　１ ．１０７

　７７５　　　　　５ ．０５７　　　　１５ ．９５１　　　　　１ ．２１３　　　　　　９４４　　　　２ ．５８１

９． ３９４　　　　　１ ．４４５　　　　　１ ．５９３　　　　６８ ．０１１　　　　２８ ．７３８　　　　７ ．５８７

１． １４４　　　　　１ ，１３７　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　２８ ．６２９　　　　３ ，３４０

資料 ：『日本経済新聞』　４銘柄とも貸借銘柄 。

（３７２）



　　　　　　　　　　　　　１９９７年１１月の金融パニッ クについて（福光）　　　　　　　　　　　　６９

また４つの倒産は，不良債権処理の遅れ，依存していた短期資金の途絶が破綻の直接の理由にな

ったなど，似ている点が多い 。

　なお金融パニソ クについて，株式市場のせいでパニソ クが始まり広がったとの王張がある 。確

かに表５に見るような株式市場で生じた銀行株の乱高下が，取付けの合図となっ た面は否定でき

ない。しかし乱局下を呼ぶような材料があ ったことに元の原因はある一そうした材料を作 った金

融機関経営者に責任はある一との反論も成り立とう 。ただ市場の出来高の異様な膨らみ（表６）

は特記されていい。金融パニッ クを引き起こすことが市場で取引している人問の目的ではなか っ

たにしても ，株価を特定の方向に動かそうとする行為（売り崩しを意図した空売り 。ｈｏれ。ｅ１１ｍｇ）が

パニッ クの引きがねを引いた可能性はあると言えよう 。

お　わ　り　に一金融システムはどうなるのか一

（Ｓｕｍｍａｒｙ－Ｗｈ１ｃｈＷａｙ　Ａｒｅ　Ｗｅ　Ｈｅａｄｍｇ　ｆｏｒ？一）

　山一倒産直後の金融パニッ クに対して日本銀行は各種のオペ（資金調節手段）を通じて最大限

の資金供給を図 った。貸し渋りがさらに信用の収縮にまで到る事態を日銀は全力で防ごうとした 。

　政府＝大蔵省は，１９９７年１１月２６日の蔵相記者会見，１２月５日の銀行局長の国会答弁などの機会

を通じて，２００１年３月末までのいわゆる特例期問中であれば，＜預金保険料を払 っている金融機

関が扱う金融商品なら ，預金保険の対象外でも政府が全額保護する＞と明言し，不安の鎮静化を

図っ た（この結果，金融債，外貨預金，譲渡性預金，ＣＤや金銭信託も政府の保護下に入 った）。

　１９９７年１２月１２日の参院本会議で可決成立した改正預金保険法は不振金融機関同士の合併（特定

合併）にも資金援助を特例期間中可能とした。さらに１２月１６日に，自由民主党の金融システム安

定化対策本部は金融システム安定化緊急対策を決定した 。

　まず預金保険機構の資金力の思い切 った強化が定められた。１０億円の国債を交付するほか，２０

兆円の政府保証の借入枠を設定することになっ た。 このうち国債３億円と借入枠１０兆円とは新設

の金融危機管理勘定に配分され，破綻していない銀行の優先株 ・劣後債なとを購入して，破綻し

ていない銀行の自己資本の充実を図ることになっ た。 また９８年４月からの実施が予定されていた

早期是正措置が「貸し渋り」の要因になっ ているとの批判を受けて，国内基準適用行について早

期是正措置の運用を弾力化したり ，銀行保有の上場株式の評価は低価法が原則のところを長期保

有分について原価法を選択で認めるなどの措置も打ち出した 。

　土地資産の再評価益問題も含めて政府 ・自民党の金融システム安定化策には，システムの安定

のため預金保険の目的や会計制度の原則を安易にねじ曲げるものとの批判が出された。しかし批

判する側も金融システムを安定化する確固とした政策を提示できているわけではない 。

　金融システムの安定を本当に望むのであれば金融機関の資金運用の規制が議論されなければな

らないが，現在は規制緩和のよいところだけが強調され，市場システムが万能であるかに議論さ

れている 。金融機関の資金運用にしても自由化だけが表に出ており ，運用の規制は議論されてい

ない。しかし運用をすべての面で野放しにして高い預金保険料を払うか，預金勘定については運

用規制を強化して安い預金保険料を払うかの選択を国民に問う必要が今や出ていると考えられる 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７３）



７０ 　　立命館経済学（第４６巻 ・第４号）

表７　１９９７年１１月後半の金融市場の動向

無担保コール翌日物 コール市場全国残高 国債指標銘柄利回り 日経平均終値（円） 東京外為中心相場

１１月１７日（月） ０． ４９％ ３６７ ，９０３億円 １， ６８５％ １６ ，２８３ ．３２ １２５ ．４０円

１８日（火） ０． ４９ ３６９ ，８５１ １． ６９０ １６ ，７２６ ．５７ １２５ ．５０

１９日（水） ０． ４８ ３６８ ，４１８ １． ７０５ １５ ，８４２ ．４６ １２６ ．０５

２０日（木） ０． ５０ ３６８ ，０３７ １． ７３０ １６ ，３０８ ．４９ １２６ ．７０

２１日（金） ０． ５４ ３６４ ，１１７ １． ７３０ １６ ，７２１ ．５８ １２６ ．００

１１月２５日（火） ０． ５１％ ３７７ ，１４７億円 １， ６７０％ １５ ，８６７ ．５３ １２７ ．７０円

２６日（水） ０． ５７ ３７７ ，２１９ １． ７００ １６ ，０４５ ．５５ １２７ ．５０

２７日（木） Ｏ． ６４ ３７６ ，７６０ １． ７４５ １６ ，６０３ ．２０ １２６ ．９５

２８日（金） ０． ３９ ３９０ ，２５９ １． ７２５ １６ ，６３６ ．２６ １２７ ．５５

１２月１日（月） Ｏ． ４４％ ３８６ ，０００億円 １， ７１０％ １７ ，Ｏ０７ ．５９ １２７ ．５５円

２日（火） ０． ４２ ３７３ ，３１０ １． ７１５ １６ ，６９０ ．２９ １２８ ．８０

３日（水） ０． ３８ ３７３ ，６６０ １． ６４５ １６ ，５８５ ．５１ １２８ ．６０

４日（木） ０． ３９ ３７３ ，８２９ １． ５９０ １６ ，３０６ ．７９ １２８ ．８０

５日（金） ０． ３６ ３７８ ，２１２ １． ５９５ １６ ，４２４ ．４８ １２９ ．７０

資料　『日本経済新剛

（３７４）
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